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調整給付金（不足額給付分）～不足額給付Ⅱに該当する方へ～ 
 

 

  

 

　  支給対象者には、給付金額等が記載された『調整給付金（不足額給付分）に関するお

知らせ』と『調整給付金（不足額給付分）申請書』が入った封書が送付されます。支給

には支給対象者の署名や、振込先口座を指定するのための手続きが必要となります。 　　　　　　　　　　　　　　　　

[申請期限：令和 7年 10 月 31 日（当日消印有効）］ 
 

　　■郵送申請・・・確認書の返送による申請方法です。 

送付された申請書に、署名、振込先口座を記入するとともに、本人確認

書類と口座確認書類の写しを添付し、専用封筒にて返送してください。 
 

　　■オンライン申請・・・無料ＳＮＳアプリ「ＬＩＮＥ」を用いた申請方法です。 

　　　　　　　　　　　　　　　※申請書が送付された方のみお手続きが可能です。 

　　　　　　　　　　　　　　　※ご使用の端末により、文言・画面が異なる場合があります。 
 

　　　【香取市公式アカウントを友達登録していない方】 

※あらかじめ友達登録済みの方は、本手順を飛ばして“２．”へ進んでください。 

１．次のＱＲコードを読み取って、無料ＳＮＳアプリ「ＬＩＮＥ」で香取市 

公式アカウントを友達追加してください。 

友達追加が済んだ方は“２．”へ 

進んでください。 

 

香取市公式　　　　　　　　　 

   アカウント　　　　　　　　　 

ＱＲコード ☞ 
 

【香取市公式アカウントを友達登録済みの方】 

２．右のＱＲコードを読みとってトーク画面 

に進んだ後、『申請開始』のボタンをタッ 

プしてください。不足額給付金ＱＲコード☞  

 不足額給付Ⅱの対象者と給付金額

 不足額給付Ⅱ（４万円） 次のすべてに該当する方

 ・令和７年度住民税が香取市で課税されている（R7.1.1 時点で香取市に住民登録） 

・令和６年分所得税および令和６年度住民税所得割ともに定額減税前税額が０円であり、本人として定額

減税の対象外 

・税制度上「扶養親族の対象外」（事業専従者、合計所得金額が 48 万円超） 

・令和５年・６年度低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

 不足額給付Ⅱ（３万円※） 次のすべてに該当する方

 ・令和６年度住民税において、税制度上、「扶養親族」となっている 

・令和６年分所得税において、税制度上「扶養親族」の対象外（事業専従者、合計所得金額が 48 万円超） 

・令和６年分所得税において、定額減税前税額が０円 

・令和５年・６年度低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない 
※当初調整給付の対象であった場合は、当初調整給額（扶養親族として受けた額を含む）が控除されます。

 不足額給付Ⅱ（１万円） 次のすべてに該当する方

 ・令和６年度住民税において、税制度上「扶養親族」の対象外（事業専従者、合計所得金額が 48 万円超） 

・令和６年分所得税において、税制度上、「扶養親族」となっている 

・令和６年度住民税において、定額減税前所得割額が０円 

・令和５年・６年度低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

 給付金の支給手続きは？

香 取 市

裏面につづきます☞
※認証画面が開いた場合、『許可する』のボタンをタップして 
ください。（通常初回のみ表示されます）

この封書が送られた方は、支給のための手続きが必要です



　　 ３．画面の指示に従い、必要な情報の入力・確認書類の撮影・添付を行います。 

①『調整給付金（不足額給付分）に関するお知らせ』右側上部に記載された「お

問い合わせ番号」を入力してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

②氏名を入力してください。 
 

③カレンダーから生年月日を選択してください。 
 

④日中連絡のつく電話番号を入力してください。 
　　　  
　　　 ⑤カメラを起動し、本人確認書類（運転免許証やマイナンバーカードなど）を

撮影してください。※撮影済みの画像ファイルを添付することも可能です。 

 

　　　 

                                                                  
 
 

　　　 ⑥給付金を振り込む口座情報を入力してください。 

“金融機関名”、“支店名”、“普通/当座の別”、“口座名義人 ｶﾅ”、“口座番号” 

※必ず支給対象者本人名義の口座情報を入力してください。 
 

　　　 ⑦カメラを起動し、口座確認書類（通帳など）を撮影してください。 

※撮影済の画像ファイルを添付することも可能です。 
 

　　　 ⑧申請内容が表示されますので、内容をよく確認し、間違いがなければ「申請」 

をタップしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※順にタップ

 

お問い合わせ 
 
　給付金の支給手続きに関すること　　　　　　　　　　　　　  

香取市不足額給付金コールセンター　（79）6553 
香取市佐原ロ２１２７番地　香取市役所 1 階特設窓口 

 
　給付額の詳細、定額減税に関すること 　　　　　　　　　　 

香取市税務課　（50）1242 
香取市佐原ロ２１２７番地　香取市役所 6 番窓口

※ここをタップするとキーボードが表示されます


